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建設業の売上高総利益率、営業利益率の推移
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（データ出典）財務省「法人企業統計」
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建設業の売上高総利益率の推移
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資本金階層別の経年比較
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建設業の売上高営業利益率の推移
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建設許可業者数約４７万業者のうち、平成２５年度に建設工事完成工事高のある業者(※1)は２３．３万業者（前年度比６．３％増
加）。そのうち建設業専業業者（総売上高に占める建設工事完成工事高の比率が８０％以上）は１９．３万業者（前年度比７．０％
増加）。 ※建設業許可業者数は平成２６年３月末現在

スーパー(※2)５社

全国展開している大手ゼネコン（４７社）

地域を地盤とする中堅ゼネコン（約２万社）

民間工事プロパー業者
（約９万業者）

経営事項審査受審企業
（約１４万業者）

Ｈ４年度末：約１２万業者
Ｈ11年度末：約２０万業者
Ｈ25年度末：約１４万業者

公共工事元請業者
（約６．４万業者）

Ｈ４年度：約７．０万業者
Ｈ11年度：約８．６万業者
Ｈ25年度：約６．４万業者

専門工事業者
・電気設備、管工事、内装などの専門工事を担い、主に元請企業の下請けとなる業者

本業は別にあるが、本業との関連で建設業の許可を得ている業者
・製造業（機械メーカーが、機械器具設置工事を行うために取得）
・小売業（百貨店や町の電気店が、インテリア製品や家電を販売する際の付帯サービスとして内装工事や電気工事を行うために取得）

完工高のある業者
（約２３万業者）
（うち、専業業者
は約１９万業者）

Ｈ４年度：約２９万（専業２５万）業者
Ｈ11年度：約３１万（専業２６万）業者
Ｈ25年度：約２３万（専業１９万）業者

許可業者
（約４７万業者）

Ｈ４年度末：約５３万業者
Ｈ11年度末：約６０万業者
Ｈ25年度末：約４７万業者

※１：完成工事高のある業者とは、建設工事施工統計調査票に施工実績（１００万円以上)の記載があった業者
※２：完成工事高約１兆円クラス（大成・鹿島・清水・大林・竹中）

（出所）許可業者数 ：国土交通省「建設業許可業者数調査」
完工高のある業者数 ：国土交通省「建設工事施工統計調査報告」
公共工事元請業者数 ：東日本建設業保証、西日本建設業保証、北海道建設業保証調べ
経営事項審査受審業者数 ：国土交通省調べ

建設業の構造

※参考
平成４年度：建設投資のピーク
平成11年度：許可業者数のピーク
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平成２２年度国勢調査結果による建設業就業者数（ （ ）内は、労働力調査） 

建設業就業者合計数 管理的・事務従事者 技術者 販売従事者 建設技能労働者 その他 

4,543,790 

(4,980,000) 

931,220 

(940,000) 

250,180 

(310,000) 

285,720 

(290,000) 

2,996,800 

(3,310,000) 

79,870 

(130,000) 

 

国勢調査職業分類（労働力調査も同様） 

分類項目   

Ｈ 生産工程従事者 Ｉ 輸送・機械運転従事者 Ｊ 建設・採掘従事者 

461,670 138,290 2,396,840 

 

国勢調査職業分類職種 

Ｊ 建設・採掘従事者   

(50) 建設・土木作業従事者 (51) 電気工事従事者 (52) 採掘従事者 

1,939,480 456,820 540 

 

国勢調査職業分類職種内訳 

(50) 建設・土木作業従事者         

203 

型枠大工 

204 

 とび職 

205  

鉄筋作業

従事者 

206  

大工 

207  

ブロック積・

タイル張従

事者 

208  

屋根ふき従

事者 

209  

左官 

210  

畳職 

211  

配管従事者 

212  

土木従事

者 

213  

鉄道線路

工事従事

者 

214  

その他の

建設・土木

作業従事

者 

48,020 98,790 34,080 397,780 30,200 21,930 89,580 890 240,640 504,800 10,100 462,680 

 

(人) 

※労働力調査は、１万人単位で公表 
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【機密性２】 

○建設投資額に占める労務費アップ分（労働分配率の変動分）
建設投資額 労務費率 単価アップ分

50,000,000,000,000 0.20 0.28 2,800,000,000,000
（2.8兆円）

○社会保険加入割合20％アップに伴うコスト増（法定福利費15％＋自己負担分の一部5％）
技能労働者数 加入率アップ分 平均報酬月額 保険料率 月数

3,400,000 0.20 250,000 0.20 12 408,000,000,000
（4,080億円）

○利益率1％（営業利益率のアップ分）
50,000,000,000,000 0.01 500,000,000,000

（5,000億円）
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徹底した生産性の向上や魅力向上に向けた建設産業のあり方の見直しが必要

○ 建設技能労働者は、高齢化等により、今後、技能労働者が大量に退職することが見込まれる状況。2025

年度の建設市場の規模を維持するためには、建設業界において、大幅な生産性の向上に加えて、生産年齢

人口の減少が見込まれる中で、10年間で90万人が入職する必要があり、これは「極めて高い目標」。

○ こうした厳しい現状認識に立てば、必要となる事業実施のためには、重層下請け構造の見直しなど、業

界全体の生産性向上と魅力向上に向けた建設産業のあり方の見直しも必要。

「再生と進化に向けて－建設業の長期ビジョン」（一社）日本建設業連合会（2015年3月）

年 度 2014 2020 2025

建設市場計 54.0 54.4～57.6 54.9～62.1

政府建設投資 19.8 18.0～18.7 19.2～20.7

民間建設投資等 34.2 36.4～38.9 35.7～41.4

● 建設市場規模の予測（名目ベース）
（兆円）

● 必要な技能労働者数

（一人当たりの建設市場規模が変わらないとすれば）
左記の2025年度の市場規模を維持するためには328万人～
350万人の技能労働者が必要（2014年：343万人）

現在技能労働者である者の10年後の動向（推計）

このため、市場規模を維持するためには、
① 生産性向上による省人化で35万人分を確保。

（生産性向上による10％の省人化）
② 今後の新規入職者により90万人を確保。

（2014年における34歳以下の技能労働者：66万人）

年 度 2014 2020 2025

建設市場計 49.1 47.9～49.4 46.8～50.0

政府建設投資 18.0 15.9～16.0 16.3～16.7

民間建設投資等 31.1 32.0～33.4 30.5～33.3

● 建設市場規模の予測（実質ベース）
（兆円）

年齢階層 技能労働者数

50歳～ 152.2万人

15～49歳 191.5万人

年齢階層 技能労働者数

60歳～ 43.6万人

25～59歳 172.4万人

2014年 2025年

▲108.5万人

▲19.2万人

⇒ 現在50歳以上の技能労働者の退職等により、現在技能
労働者である者は10年後には約130万人が離職。

24 ７



■民間工事等における生産性向上の実践事例
を官民連携して水平展開
生産性向上のベストプラクティスを普及促進

○民間建築工事における設計･施工一括方式の活用
や民間発注者との発注見通しの共有等の生産性
向上の好事例を水平展開

（このほか、設計図書の不備の解消、労務の効率化等を含め
民間工事等における生産性向上の実践事例を収集･分析、
効果的な水平展開の方策を検討）

新技術･新工法の活用等

適正工期の設定、工程管理等の円滑化等
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■CIM等の導入･活用等の推進
システム全体の『見える化』
による効率化･高度化

○CIMを活用する試行工事の
更なる拡大

○民間建築工事におけるBIMの活用推進［業界］

配筋シミュレーション
３次元モデル
図面等の整合性確保等
により手戻り等を防止

○ 今後、建設業において高齢化等により技能労働者が大量に離職することが見込まれ、将来にわたる社会資本の品質確保と適切な機能維持を図るためには、
建設業の将来を担う若者の入職･定着を促し、人材を確保することが最重要課題。

○ 加えて、労働力人口が総じて減少する中、我が国の経済発展に資する社会資本の効果的な整備を図るため、人材確保と並ぶ対策の柱として、生産性向上を
推進することが不可欠。

○ このため、若者にとって魅力ある建設業を目指し、処遇改善を中心として担い手確保･育成対策の更なる強化を図るとともに、新技術･新工法の活用、重層
下請構造の改善等、建設生産システムにおける生産性の向上に官民一体となって取り組むことで、将来の担い手確保に強い決意で臨む。

【平成27年度 官民による重点的な取組事項】 建設業における担い手の確保･育成と生産性向上

行き過ぎた重層化の回避
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若者の入職･定着の促進に向けた更なる環境整備
○技術検定の受験要件を大幅に緩和（2級のすべての種目で実務経験なしで学科試験の受験を可能と
する。秋頃に政令を改正し来年度の試験から適用開始予定）

○工業高校で実施しているキャラバンを、今年度は小中学校、普通高校へ実施対象を拡大
○地域連携ネットワークによる教育訓練体系の構築を引き続き支援するとともに、職種ご
とに職業能力基準（技能レベル）を示し、教育訓練に必要なプログラム・教材等を整備

公共投資の急激な増減は、不適格業者の参入、ダンピング受注を通じた処遇の悪化等、
担い手確保に大きな副作用をもたらした経験を共有
○公共事業予算の安定的・持続的な確保
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適正利潤の確保のため、改正品確法の趣旨を発注の現場で更に徹底
○低入札価格調査制度等の未導入の地方公共団体に対して個別に導入を要請
○歩切りの実態調査の結果を踏まえ、地方公共団体に対し早期見直しを再度強く要請（夏
頃を目処にフォローアップ調査を実施。歩切りの廃止に理解をいただけない団体は、必要に応じ個別
に発注者名を公表）

労務単価の上昇分が確実に技能労働者に支払われるよう官民で取り組む
平成29年度を目途に許可業者100％の保険加入に向けた更なる取組の強化
○元請企業による優良な職長に対する手当の支給などの支援の普及［業界］
○未加入対策に関する新たな施策等について、行政、建設業界双方の担当者に周知を図る
ため、全国10ブロックで説明会（キャラバン）を開催
○民間発注者に対し法定福利費を含む適正価格での発注を働きかけ（先進的取組の水平展開）
○一次下請企業を社会保険加入業者に限定する措置を8月から全ての直轄工事に拡大(試行)
○社会保険加入指導の前倒し（現在、許可更新時に行っている保険の加入指導について、平成28年
1月以降に更新期限を迎える許可業者に対しては、前倒しで指導を実施）
○元請･下請間での法定福利費の確実な移転方策について検討
○入退場記録を含む就労履歴の管理システムを官民で早急に構築
→加入状況の確認を実効的に行える環境整備（併せて、技能･経験に応じた適正な評価･処遇、現場の
安全管理等に資する）

若者が働き易い職場づくりのため、適正工期の確保等を通じ週休２日をはじめ休日を拡大
○週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた適正な工期設定の推進
○直轄工事で週休２日のモデル工事の実施
○適正工期の設定に加え、現場での工程管理の徹底、短工期受注の改善等により、
官民で週休２日制（４週８休）の実現を目指す

建設生産システムにおける生産性の向上処遇改善を中心とする担い手の確保･育成
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女性が働き易い現場環境の整備や地方レベルの女性活躍を推進し、女性活躍の定着を図る
○女性の活躍に地域ぐるみで取り組む活動に対して支援
○直轄工事で男女別のトイレ、更衣室等の設置を展開（積算上で配慮）
○今夏中目途に「建設業･女性活躍応援ケースブック」を作成し、先進事例を水平展開
（女性に対応した作業着や工具等の活用、フレックス朝礼や現場直行直帰の導入等、女性が働きやすい現
場環境改善の実践事例やノウハウ、改善のポイント等を紹介）

行き過ぎた重層化の回避により、元請企業による工程管理や下請企業との連絡調整の円滑化、効率的な施
工を促進。重層化に伴う間接経費の増加や下請の労務費に対するしわ寄せを抑制

○日建連において平成30年度までに可能な分野で原則２次以内を目指す
・会員企業による段階的な下請次数目標の設定を推進
・元請は１次下請に対し平成30年度までに再下請契約について原則2次以内とするよう指導 等

○効果的な方策の検討に向けて、今年度、実態調査を実施
・工種、工事規模別の施工体制の実態を調査し、行き過ぎた重層下請契約及びその発生要因を分析
・既に実施されている下請次数抑制に向けた具体的な取組を分析するとともに、不要な下請契約の回避に資する方策を検討
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適切な賃金支払の浸透と社会保険加入の促進

ダンピング対策の強化、歩切りの根絶

建設業における休日の拡大（週休2日の実現）

安定的・持続的な建設事業の見通しの確保

若者の早期活躍の促進、教育訓練の充実強化

女性の更なる活躍の推進（５年で女性倍増を目指し、官民挙げた行動計画を実践）
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■公共工事における施工時期等の平準化
年度内の工事量の偏りを解消し年間を通じた工事量が
安定することで人材･機材の実働日数の向上等を図る

○直轄工事で今年度当初予算から国庫債務負担行為
の柔軟な活用･運用を開始

○余裕期間の設定

○直轄工事における平準化施策の内容等を地域発注
者協議会などを通じて各発注機関に周知・共有し
地方公共団体における施工時期等の平準化の取組
拡大を促進

■現場配置技術者の効率的な活用
社会経済情勢の変化を通じ実態に合った技術者の
効率的活用を促進
○技術者配置に関する金額要件を引上げ
（今後、物価上昇、消費税増税等を踏まえ、具体的な
引上げ額を検討し、秋頃目途に、政令改正を予定）

・監理･主任技術者の専任配置が必要な請負代金額の緩和
・監理技術者の配置が必要な下請契約の合計金額の緩和

○一定の要件を満たす官公需適格組合内での技術
者配置要件の緩和（組合員からの技術者の在籍出向）

技術や技能･経験等に応じた人材の配置施工時期等の平準化

■就労履歴管理システムの早急な構築(再掲)
技能･経験等の『見える化』による、技能･経験に応じた
効率的な人材配置の促進

資料１

■工程表･クリティカルパスの受発注者間の共有
情報共有や対応の迅速化による現場運営の効率化

○適正工期の設定、工程管理のため、国交省・日
建連においてモデル工事を実施、フォローアップ

■情報化施工、プレキャスト化等の推進
施工の省力化・効率化

○「ロボット新戦略」に基づく情報化施工、無人化
施工の拡大

○プレキャスト化（工場製品の活用等）による施工
の省力化・効率化

■適切な発注関係事務の実施
○公共工事における適切な施工条件の明示、適切な
設計変更、受発注者間の業務の効率化等

■公共建築工事における適切な工期設定の推進
○地方公共団体と連携し、営繕工事における適切な
工期設定の考え方を、公共建築工事全般に拡充
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建設技能労働者の確保・育成に向けた全国の取組

・主体：北海道建設業協会ほか
・時期：H26.10～
・概要：若年に対する建設業の理解促進

と入職のきっかけづくりとして、地
元建設業協会と経済団体が共同
で漫画冊子「ただいま工事中！」
を刊行

・主体：北海道建設業協会ほか
・時期：H26.10～
・概要：若年に対する建設業の理解促進

と入職のきっかけづくりとして、地
元建設業協会と経済団体が共同
で漫画冊子「ただいま工事中！」
を刊行

若者に建設業を分かりやすく解説
した漫画冊子を作成・配布

・主体：兵庫県建設業協会
・時期：H27.3～
・概要：三田建設技能研修

センターや関係団体
と連携した担い手確
保の取組を実施

・主体：兵庫県建設業協会
・時期：H27.3～
・概要：三田建設技能研修

センターや関係団体
と連携した担い手確
保の取組を実施

・主体：長崎県建設産業団体連合会
・時期：H26.7～
・概要：技能者や技術者の教育訓練システムの構

築や離島などの人材確保育成を推進

・主体：長崎県建設産業団体連合会
・時期：H26.7～
・概要：技能者や技術者の教育訓練システムの構

築や離島などの人材確保育成を推進

兵庫県地域連携ネットワークの設立
【担い手確保・育成コンソーシアム】

・主体：㈱大林組及び大林組林友会
・時期：H26.4～
・概要：未就職者等を新たに採用し、

研修・講習を実施。H27.4には
「広域団体認定訓練」に認定。
これを機に、協力会社を支援
するインセンティブを導入

・主体：㈱大林組及び大林組林友会
・時期：H26.4～
・概要：未就職者等を新たに採用し、

研修・講習を実施。H27.4には
「広域団体認定訓練」に認定。
これを機に、協力会社を支援
するインセンティブを導入

大林組と林友会が教育訓練校を開講

・主体：一般社団法人クラフツメンスクール
・時期：H26.5～
・概要：新人技能者の養成、現場での教育セミナー、スキ

ルアップセミナーなどを予定

・主体：一般社団法人クラフツメンスクール
・時期：H26.5～
・概要：新人技能者の養成、現場での教育セミナー、スキ

ルアップセミナーなどを予定

建設技能者を育成する「クラフツメンスクール」が設立

長崎県地域連携ネットワークの設立
【担い手確保・育成コンソーシアム】

・主体：岐阜県建設業協会
・時期：H26.7～
・概要：建設系工業高校を卒業し

た若手社員が各校の要請
に応じた就職相談・進路説
明会等に参加し、進路への
サポートを実施

・主体：岐阜県建設業協会
・時期：H26.7～
・概要：建設系工業高校を卒業し

た若手社員が各校の要請
に応じた就職相談・進路説
明会等に参加し、進路への
サポートを実施

工業系高校を卒業し入職し高校生の相談
に応じる「OBサポーター」事業の開始

・主体：中部圏建設担い手育成ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会

・時期：H26.10～
・概要：若年の技術者・技能者が一堂に集い、

研修や現場見学を行い、
交流・ネットワークづくり
を促進

・主体：中部圏建設担い手育成ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会

・時期：H26.10～
・概要：若年の技術者・技能者が一堂に集い、

研修や現場見学を行い、
交流・ネットワークづくり
を促進

「建設若者塾」の開催

・主体：熊本県建設業協会及び熊本県
・時期：H26.4～
・概要：FMラジオのCM、工業系高校教師を対

象に現場見学会、建設産業に特化した
合同就職面談会を実施

・主体：熊本県建設業協会及び熊本県
・時期：H26.4～
・概要：FMラジオのCM、工業系高校教師を対

象に現場見学会、建設産業に特化した
合同就職面談会を実施

イメージアップCMや教師向け出前講座、
合同説明会の実施

・主体：群馬県建設業協会
・時期：H26.7～
・概要：若者向けのPRパンフレッ

トやマスコットキャラクター
の作成による建設業のイ
メージアップの実施

・主体：群馬県建設業協会
・時期：H26.7～
・概要：若者向けのPRパンフレッ

トやマスコットキャラクター
の作成による建設業のイ
メージアップの実施

PRパンフレットやマスコットキャラクター
の作成、建設系高校への講師派遣など

・主体：全国基礎工業協同組合連合会
・時期：H27.4
・概要：新人教育訓練を実施する基礎工事業団体が、

「広域団体認定訓練」の認定を取得

・主体：全国基礎工業協同組合連合会
・時期：H27.4
・概要：新人教育訓練を実施する基礎工事業団体が、

「広域団体認定訓練」の認定を取得

基礎工事技能者を育成する訓練施設の認定取得

・主体：職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会

・時期：H27.2～
・概要：建設業界団体、保証会社等からの

拠出金等を財源とした建替事業が
着工

・主体：職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会

・時期：H27.2～
・概要：建設業界団体、保証会社等からの

拠出金等を財源とした建替事業が
着工

H29.4開校を目指し、富士教育訓練センターの建替事業が着工
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「就労履歴管理システム」の構築

建設現場ごとの記録にとどまり、名寄せもさ
れていない。

実務上、作業員名簿には現場入場が可能な
労働者を多めに記載するため、名簿のデー
タから各労働者の就労履歴を把握することが
できない。

労働者の本人確認や資格のチェックが可能に。
入退場管理が行われることで、労働者の現場経験
のデータの蓄積が可能に。

各システムの情報から労働者の現場経験データを
統合することで、技能と経験の「見える化」が実
現し、労働者の適正な評価と処遇につながる。

技能や経験に応じた効率的な人材配置が可能に。

建設業で
共通に使
用できる
番号（ID）
を各労働
者に付与

建設IDカード

建設 太郎
・・・・・

・・・・・・・・・・・・

情
報
登
録

情
報
登
録

情
報
登
録 情報

登録

現状＝「労務安全書類の電子化」では…

「就労履歴管理システム」が構築されると…

IDカードを現場備
付けのリーダーに
かざして入退場を
記録

元請企業
労務管理システム

ASP事業者
労務管理システム

元請企業
労務管理システム

情報
登録

情報
登録

元請企業
労務管理システム

元請企業
労務管理システム

ASP事業者
労務管理システム

各労務管理システムに登録された労働者の現場経験デー
タを統合し、求めに応じて提供。

リーダーの設置が困難な小
規模現場等においては、入
退場記録を別途入力

０
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○日本建設業連合会（以下、「日建連」では、平成２６年４月に発表した「建設技能労働者の人材確保・育成に関する提言」の一つとして、
「建設技能労働者の賃金改善」を掲げており、「優良技能者認定制度」の普及を推進することとしています。

○平成27年4月時点で「優良技能者認定制度（手当等あり）」を導入しており、このうち「登録基幹技能者」を認定基準としている元請企業
は14社あります。

（ （一社）日本建設業連合会のホームページを参考に作成） 平成27年4月末現在

優良技能者への職長手当制度について

会社名 制度名 主な認定基準 支給額 対象、開始時期等

大林組
大林組認定基幹職長
（通称：スーパー職長）

職長、かつ登録基幹技能者のうち、優秀で自社現場に職長として7年以上（東京・大阪・名古屋以外
の地域は、特別な推薦がある場合に限り3年以上）従事している者

基幹職長Ａ：日額2,000円
基幹職長Ｂ：日額3,000円

全社展開 平成23年4月～

奥村組 奥村組優良職長（マイスター）制度
現場経験7年以上、自社に1年以上従事、協力会正会員又はその再下請業者の職長、登録基幹技
能者又は同等以上の資格、65歳未満、安全成績により優秀な者

日額1,000円 全社展開 平成25年4月～

鹿島建設
優良登録職長手当「鹿島マイスター」制度
優良技能者報奨金「新Ｅ賞」

主要な協力会社を中心に、当社の現場で働く技術者と施工のキーマンである職長の中で、登録基
幹技能者等の保有資格を考慮し、特に優秀な者を認定

マイスター：日額1,000円
スーパーマイスター：日額3,000円
新Ｅ賞：年額10万円

全社展開 平成27年4月～
（Ｅ賞は平成11年～から全国展開）

熊谷組 熊谷マイスター制度
登録基幹技能者又は建設マスターかつ自社職長選定基準の1級職長で協力会等会員又はその再
下請業者の職長。また、過去1年間に自社現場に原則4カ月以上職長として従事により優秀な者

日額1,000円 全社展開 平成25年4月～

鴻池組 職長マスター認定制度

①コスト低減に向けた活動を積極的に実践できる、②工程管理に優れ、強力なリーダーシップを現
場で発揮できる、③品質管理能力に優れている、④安全環境面で災害発生を未然に発生防止対
策が打てる、⑤登録基幹技能者講習修了者
以上の内、①を含んだ3つ以上の要件を満たすと認められる職長を、現場所長、協力会の推薦の
中から、認定委員会により認定

「優良会社」所属の職長マスター：日額2,000円 全社展開 平成24年4月～

五洋建設 五洋建設優良職長制度 登録基幹技能者等の保有資格、各種表彰実績、事故・トラブルの有無などにより優秀な者 日額1,000円 全社展開 平成25年10月～

清水建設 職長手当支給制度
全社共通で、作業所運営や職長会活動等、全般への寄与・貢献が大きいことで創立記念日に優秀
職長として社長表彰された職長を支給対象とする
また各支店毎に独自の支給基準により選ばれた職長も支給対象とする

左記社長表彰された職長には日額2,000円が支給される。
登録基幹技能者､建設マスター登録者､現代の名工表彰者､技能五輪入
賞者､技能グランプリ受賞者のいずれかに該当する場合は500円を加え
日額2,500円が支給される。
支店毎の支給額については各支店の支給基準に基づく

支給基準改正
平成27年4月～

竹中工務店 竹中優良職長制度
登録基幹技能者、1級技能士、竹中職長登録、直近1年の稼働150日以上、評価点が平均点以上、
協力会社・所長推薦により優秀な者をマイスター。マイスターとして3年間、顕著な貢献した者はシ
ニアマイスター

マイスター：日額2,000円
シニアマイスター：日額3,000円

全社展開 平成24年1月～

戸田建設
優良技能者手当制度 職長会会員、かつ登録基幹技能者のうち、優秀な者 日額1,000円 全社展開 平成22年4月～

ナカノフドー建設 優良職長制度
登録基幹技能者、職長・安全衛生責任者教育講習修了、上級職長教育講習修了、過去5年以内に
自社安全表彰等の受賞等により優秀な者

日額500円 全社展開 平成25年4月～

西松建設
上級職長制度及び西松マイスター制度
（優良技能者制度）
登録基幹基幹技能者資格取得支援制度

登録基幹技能者、優良技能者表彰又は自社安全表彰の受賞、原則30歳以上65歳未満の優秀な
者を上級職長、上級職長のうち、特に優秀な者は西松マイスター
登録基幹技能者資格取得者に対する支援

上級職長：日額2,000円 （年額48万円）
西松ﾏｲｽﾀｰ：日額3,000円 （年額72万円）
登録基幹技能者資格取得支援制度：1回2万円

全社展開 平成23年7月～

ピーエス三菱
ＰＣ工事基幹技能者報奨制度 原則として、協力会会員のＰＣ工事基幹技能者のうち、無事故かつ品質優良に貢献した者

月額1万円
※平成27年度増額予定

全社展開 平成22年9月～

三井住友建設 コンストラクション・マイスター制度
統率能力に秀でた者、現職種経験10年以上、自社現場経験3年以上、職長経験1年以上、登録基
幹技能者他の資格保有者、自社安全表彰受賞経歴等のある優秀な者、またこれらと同等の能力を
有していると思われる者

日額1,000円 全社展開 平成24年3月～

飛島建設 とびしまマイスター制度
職長教育修了者で、登録基幹技能者、1級・2級技能士、1級・2級土木・建築・造園施工管理技士、1
級・2級建設機械施工技士のいずれかの資格を有し、作業指揮等の能力が高く総合的に優秀な者

日額：1,000円 全国展開 平成27年1月～
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社会保険加入状況の推移（地方別、元請・下請次数別）

○ 公共事業労務費調査（平成23年10月調査、平成24年10月調査、平成25年10月調査、平成26年10月調査）における
３保険加入状況をみると、全体的には加入割合は上昇傾向にありますが、他地方と比較して関東が、元請企業と比
較して高次の下請企業が、加入割合の低い傾向にあります。
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（地方別）
北海道 東北
関東 北陸
中部 近畿
中国 四国
九州・沖縄 全国

企業別
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37.8%

38.4%

43.4%

49.1%

73.2%

76.3%

80.5%
82.5%

58.2%
60.9%

64.3%

67.7%

50.5% 49.7% 51.1%

57.9%

73.3%
75.1%

77.6%

81.3%

66.2%
66.5%

72.2%
75.0%

54.8% 53.6%

60.0%

61.9%

56.7% 57.9%

61.7%

67.3%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H23.10 H24.10 H25.10 H26.10

３保険加入割合

（地方別）
北海道 東北
関東 北陸
中部 近畿

中国 四国
九州・沖縄 全国
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～法定福利費負担調整のあり方～

現状（未加入） 本人手取り100

社会保険加入① 本人手取り85 本人
負担１５

事業主
負担15

社会保険加入② 本人手取り73.9 本人
負担13.0

事業主
負担13.0

社会保険加入③ 本人手取り100 本人
負担17.6

事業主
負担17.6

合計
１００

合計
１１５

合計
１００

合計
１３５

実際の負担パターン※

（元請支払い100）
本人15：事業主15：元請0
（元請支払い115）
本人15：事業主0：元請15

（元請支払い100）
本人26：事業主13：元請0

（元請支払い135）
本人0：事業主0：元請35
（元請支払い100）
本人0：事業主35：元請0

社会保険加入④ 本人手取り90
本人
負担16

事業主
負担16

（元請支払い110）
本人10：事業主12：元請10

（三方一両損）

合計
１２２

見かけ上の負担パターン

※本人負担は、本人手取りからの減少を計上。
※元請は、発注者からの受注額により、実質の負担額が変動する。 １３



2015年4月8日
日刊建設工業新聞（１面）
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建設業法令遵守ガイドラインの改訂について

国土交通省では、平成１９年６月に、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設
業法令遵守ガイドライン－元請負人と下請負人の関係に係る留意点－」を策定し、その周知に努めてきたところ。

今般、これを改訂し、建設工事の下請契約において労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分今般、 れを改訂し、建設 事の下請契約 お て労働災害防 対策の実施者及びその経費の負担者の区分
を明確化することにより、建設工事現場における労働災害防止に対する元請下請間の意識の向上と共有を図る。

改訂の概要

次 事項 確化次の事項について明確化

① 下請負人が労働災害防止対策を講ずることに要する経費は、義務的に負担しなければならない費用であり、「通

常必要と認められる原価」に含まれるものであること

② 元請負人は 見積条件の提示の際 労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化すること② 元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化すること

③ 下請負人は、元請負人により明確化された労働災害防止対策の実施者とその経費の負担者の区分を踏まえ、適

正に労働災害防止対策に要する経費を見積ったうえ、見積書に明示すべきこと

④ 元請負人は、労働災害防止対策経費が明示された見積書を尊重し、下請負人と対等な契約交渉を行うこと

⑤ 元請負人と下請負人は、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分

を明確化すること

⑥ 下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費は、施工上必要な経費と切り離し難いものを

除き 契約書面の内訳書などに明示する とが必要除き、契約書面の内訳書などに明示することが必要

⑦ 下請負人の見積書に、適正な労働災害防止対策に要する経費が明示されているにも関わらず、当該経費を一方

的に削減したり、当該経費相当額を含めない金額で請負契約を締結し、「通常必要と認められる原価」に満たない金

額となる場合には 建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあること額となる場合には、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあること

⑧ あらかじめ見積条件や契約書面に、下請負人の負担であることを明示していないにも関わらず、元請負人が、下請

負人と合意することなく、一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の費用を下請代金の支払時に差し引く行為は、

「赤伝処理」に該当し、建設業法第１９条、第２０条第３項等に違反すること

１５
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専門工事業と技能者の典型的関係（補足資料1）

役 員

技術系社員 事務系社員

一部の技能工 外国人実習生

季 節 工 一人親方

専属班（許可なし）

専属班（許可あり）

※一部の技能工：若手（最初の数年）、加工場の常用、現場代理人（基幹技能者）

非 専 属 （外注）

社 員
（法定福利費）

擬制直用
（中間領域）

2次下請
（請負関係）

そ の 他

専属班の班 専属班の班3次下請
（請負関係）

法定福利
費負担

1次の
ﾍﾙﾒｯﾄ
着用

施工体
制上は
自社扱

一人親方

労災上
乗保険
の適用
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建設労働問題の典型的事例と用語（補足資料2）

 一人親方：個人で企業等と請負契約で働く者。多くの場合は、材料
は支給され、労務だけを提供する手間請負（手間請）。労働法的に
は経営者（雇用者）と見なされるので、労災保険に加入できない。

 偽装請負：実質的には特定の企業等の配下にあって、被雇用者と
同様に指揮命令を受けているのに契約上は請負の者（一人親方扱
い）。明らかに法律違反であるが、建設業には少なくない形態。

 不法派遣：応援等と称して他社の現場に派遣されて労務を提供する
者。請負契約であれば良いが、日当たりの常用賃金を定めて対価
が支払われることが多いので問題（法令違反の可能性が高い）。

 直用：直接雇用の略語と解釈するのが合理的であるが、専属で常
用の下請班を指す場合が多く、直接使用とでもいうべき存在。

 準直用：直用との明確な区別は難しいが、社員でもなく、専属の「直
用」でもない者。季節工や業許可を持たない専属班、専門工事会社
に直接使われる一人親方などが該当する。

 季節工：所謂出稼ぎ労働者。住民票は故郷にあり、盆暮れ正月の
み帰郷し、実質的には都市部に常住しているが、毎年見かけ上は
離職し、離職票の発行を得て特例給付金を得る者も多い。建設労
働の典型であるが、さすがに最近では、減少している。
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重層下請構造の改善について

重層下請構造の課題と改善に向けた取組

○建設産業の特性上、一定の下請構造は不可避であるものの、行き過ぎた重層化は生産性の低下や労務費へのしわ寄せ等
の課題を生じさせるものと指摘されている。

○日建連では下請次数目標設定等の取組を開始し、一部の地方公共団体では下請次数制限を導入。国土交通省では下請次
数の実態調査を今年度実施。行き過ぎた重層下請構造の改善に向けて、効果的な方策を検討する。

概 要

工種別・工事規模別の施工体制の実態を調査 〔重層下請構造の現状を把握〕

①施工体制の実態把握

• 不要な下請契約の傾向把握
• 生産システムの更なる改善・効率化に向けた方策の検討

○工事内容の高度化により専門化・分業化が進展するとともに、工
事量の繁閑への対応等から、一定の下請構造は不可避との認
識。

○他方で、行き過ぎた重層化は、間接経費の増加等により、生産性
の低下や労務費へのしわ寄せ等の課題を生じさせていると指摘。

○日本建設業連合会
・平成３０年度までに可能な分野で原則下請次数２次以内を目指す
・会員企業による段階的な下請次数目標の設定を推進 等

○地方公共団体

・一部の地方公共団体において、自らの発注工事について下請次
数を一定次数までに制限（例：京都府、福井県）

下請次数の実態調査－国土交通省

重層下請構造に対する認識・課題 行き過ぎた重層下請構造の対策の動き

今年度中に以下の主な事項について調査を実施。行き過ぎた重層下請契約及びその発生要因を分析するとともに、下請次数抑制に効
果が期待される発注者・建設企業の取組について調査。実態を明らかにし、不要な下請契約の回避等、行き過ぎた重層下請構造の改
善を促進する対策の検討につなげる。

業界・地方公共団体
・調査成果を共有

・関係者一体となった重層
下請構造改善を促進

下請次数抑制に効果が期待される発注者・建設企業の取組について調査 〔例：発注見通し・手持ち工事量共有〕

下請契約が多い事例、少ない事例の要因分析 〔例：高い専門性、同一元請への専属〕

②下請契約の発生要因の分析

③次数抑制に資する取組の把握

アウトプット
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建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置

○ 復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック･パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な
建設需要の増大に対応するため必要となる技能労働者については、まずは、就労環境の改善、教育訓練の充実強化等に
よって、離職者の再入職や高齢層の踏み止まりなどにより、国内での確保に最大限努めることが基本。

→ その上で、当面の一時的な建設需要の増大への緊急かつ時限的措置（2020年度で終了）として、国内での人材確保・育
成と併せて、即戦力となり得る外国人材（技能実習修了者）の活用促進を図り、大会の成功に万全を期する。

建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置
(平成26年4月4日関係閣僚会議とりまとめ)より抜粋
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